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新スタンダード薬学シリーズⅡ 

1巻 薬 学 総 論 Ⅱ．薬学と社会 

第 1～5刷 補  遺 （2021年 3月） 

  

 

法律の改正に伴う変更 

下記の法律の改正などに伴い，本書の記述を下表のように変更いたします． 

・薬剤師法の改正（令和元年 12 月 14 日施行） 

…………下表左列の番号 2（第 4 条），番号 4（第 8 条） 

・薬剤師法（第 28 条）の改正（令和 2 年 9 月 1 日施行） ………………下表左列の番号 6 

・薬剤師法施行規則の改正 （令和 2 年 9 月 1 日施行） 

…………下表左列の番号 3（第 1 条），番号 7（第 16 条） 

・“医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器

等法）の改正（令和 2 年 9 月 1 日施行） 

…………下表左列の番号 8，番号 17（第 9 条 第 3 号） 

・第十七改正日本薬局方第二追補（令和元年 6 月 28 日告示）  

…………下表左列の番号 9,10,11（＊3），12 

・覚醒剤取締法の改正（令和 2 年 4 月 1 日施行） …………………下表左列の番号 1，13 

・健康保険法（第 3 条 第 13 項）の改正（令和 2 年 11 月施行） 

……………下表左列の番号 14 

・介護保険制度の改正（平成 30 年 8 月施行）……………………………下表左列の番号 15 

 

 

   

下線部：改正前，赤字：改正後 

番

号 

訂正箇所 変 更 前 変 更 後 

1 p.31 

表 6・2，左

から 2 列目

の 8 行目 

覚せい剤取締法 覚醒剤取締法 

2 p.34 

囲み 

● 絶対的欠格事由（薬剤師免許を絶対に

与えない要件） 

 未成年者．成年被後見人または被保佐

人（成年被後見人とは，民法に定められ

ている，精神上の障害により判断能力を

欠くとして，家庭裁判所から後見開始の

審査を受けた者のことである．本人の代

理として成年後見人が財産管理などを行

う．一方，被保佐人とは，精神上の障害

により判断能力が不十分であるとして，

家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた

者である．財産上の重要な法律行為につ

いて，保佐人の同意が必要となる．） 

● 絶対的欠格事由（薬剤師免許を絶対に

与えない要件） 

 未成年者 
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3 p.35，上か

ら 4 行目 

薬剤師免許を受ける際に必要な書類 

①戸籍の謄本もしくは抄本 

②視覚または精神の機能の障害または麻

薬，大麻もしくはあへんの中毒者であ

るかないかに関する医師の診断書 

③後見登記等ファイルに成年被後見人ま

たは被保佐人であるという記録がない

旨を証明した書面 

薬剤師免許を受ける際に必要な書類 

①戸籍の謄本もしくは抄本 

②視覚または精神の機能の障害または麻

薬，大麻もしくはあへんの中毒者であ

るかないかに関する医師の診断書 

 

4 p.36，上か

ら 14 行目 

…がある．まず，薬剤師が絶対的欠格事

由である成年被後見人または被保佐人に

なった場合には，厚生労働大臣は免許を

取消さなければならない．また，… 

…がある．また，… 

5 p.39，下か

ら 7 行目 

薬剤師法 第 25 条の 2 では，“薬剤師

は，調剤した薬剤の適正な使用のため，

販売又は授与の目的で調剤したときは，

患者又は現にその看護に当たつている者

に対し，必要な情報を提供し，及び必要

な薬学的知見に基づく指導を行わなけれ

ばならない”とある． 

薬剤師法 第 25 条の 2 第 1 項では，“薬

剤師は，調剤した薬剤の適正な使用のた

め，販売又は授与の目的で調剤したとき

は，患者又は現にその看護に当たつてい

る者に対し，必要な情報を提供し，及び

必要な薬学的知見に基づく指導を行わな

ければならない”とある．さらに第 2 項

では，薬剤師は，“調剤した薬剤の適正

な使用のため必要があると認める場合に

は，患者の当該薬剤の使用の状況を継続

的かつ的確に把握するとともに，患者又

は現にその看護に当たつている者に対

し，必要な情報を提供し，及び必要な薬

学的知見に基づく指導を行わなければな

らない”とされている． 

6 p.40，上か

ら 19 行目 

…記入しなければならない．ただし，調

剤済みとなった場合はその必要はない．

調剤録は… 

…記入しなければならない．調剤録は… 

7 p.40，下か

ら 13 行目 

 

調剤録に記入する事項 

①患者の氏名および年齢 

②薬名および分量 

③調剤年月日 

④調剤量 

⑤調剤した薬剤師の氏名 

⑥処方箋の発行年月日 

⑦処方箋を交付した医師，歯科医師，獣

医師の氏名 

⑧処方箋を交付した医師等の住所または

勤務する病院，診療所，飼育動物診療

施設の名称および所在地 

⑨処方医などの同意を得て処方箋に記載

されている医薬品を変更して調剤した

場合は，その変更内容 

⑩疑義照会を行った場合はその回答の内

容 

調剤録に記入する事項 

①患者の氏名および年齢 

②薬名および分量 

③調剤ならびに情報の提供および指導を

行った年月日 

④調剤量 

⑤調剤ならびに情報の提供および指導を

行った薬剤師の氏名 

⑥情報の提供および指導の内容の要点 

⑦処方箋の発行年月日 

⑧処方箋を交付した医師，歯科医師，獣

医師の氏名 

⑨処方箋を交付した医師等の住所または

勤務する病院，診療所，飼育動物診療

施設の名称および所在地 

⑩処方医などの同意を得て処方箋に記載

されている医薬品を変更して調剤した

場合は，その変更内容 

⑪疑義照会を行った場合はその回答の内

容 

 

8 p.122，上か

ら 3 行目 

 薬局は，薬剤師が販売または授与の目

的で調剤の業務を行い，併せて医薬品の

販売業を行う場所である（法第 2 条 第

12 項）． 

 薬局は，薬剤師が販売または授与の目

的で調剤の業務ならびに薬剤および医薬

品の適正な使用に必要な情報の提供およ

び薬学的知見に基づく指導の業務を行う

場所（その開設者が併せ行う医薬品の販

売業に必要な場所を含む）である（法第

2 条 第 12 項）． 
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9 p.142 

SBO タイト

ルの囲み 

第十七改正日本薬局方に対応 第十七改正日本薬局方第二追補に対応 

10 p.143，上か

ら 6 行目 

追補版が出されている．2016 年 4 月現

在の最新版は第十七改正日本薬局方

（JP 17）であり，収載品目数は 1962 

品目にのぼる． 

追補が告示されている．2021 年 3 月現

在の最新版は第十七改正日本薬局方第二

追補（JP 17）であり，収載品目数は

2008 品目にのぼる． 

11 p.146，下か

ら 9 行目 

…医薬品各条の規定，通則，生薬総則，

… 

…医薬品各条の規定＊3，通則，生薬総則
＊4，… 

欄外に＊3 および＊4 を追加する． 

＊3 ただし，性状の項ならびに製剤に

関する貯法および有効期間は参考であっ

て適否の判定基準ではない．生薬を主た

る有効成分とする製剤の貯法の項は判定

基準となる． 

＊4 生薬では，基原，におい，味が適

否の判定基準になる． 

12 p.149，下か

ら 12 行目 

…表示量，表示単位または有効期間が規

定されている場合や，… 

…表示量または表示単位が規定されてい

る場合や，… 

13 p.179，欄外 ＊ “覚醒剤”の表記については，

“醒”の文字が 2010 年に常用漢字とな

ったため，原則として漢字で記載する．

ただし，“覚せい剤取締法”の名称や条

文は改正されていないため，法律名や条

文をそのまま引用する場合は“覚せい

剤”とする． 

＊ “覚醒剤”の表記については，

“醒”の文字が 2010 年に常用漢字とな

ったため，法律条文の引用を除いて漢字

としている．その後，2020 年 4 月 1 日

より法律条文も漢字での表記となったた

め，文章中の“覚せい剤”はすべて“覚

醒剤”と読み替えていただきたい． 

14 p.208，上か

ら 8 行目 

…償還払いが行われる． …償還払いが行われる． 

 なお，治療や医薬品の給付等を受ける

場合の被保険者資格確認時の提示方法と

して，従来の保険証による提示に加え，

個人番号カードによるオンライン資格確

認も導入されている． 

15 p.224 

図 32・1，

右から 2 本

目の矢印の

左横 

1 割負担 1～3 割負担 

16 p.238，上か

ら 21 行目 

…行われる（直近では 2016 年 4 月）．

これを“薬価改定”という．先発医薬

品，後発医薬品を問わず，薬価基準に収

載されているすべての医薬品が薬価改定

の対象となる． 

…行われる．これを“薬価改定”とい

う．先発医薬品，後発医薬品を問わず，

薬価基準に収載されているすべての医薬

品が薬価改定の対象となる．なお，2021

年度からは，中間年においても一部の品

目については薬価改定が行われる． 

17 p.244，下か

ら 7 行目 

1～4 刷： 

…所定点数を算定できる．また，当該指

導料は，服薬状況の一元的な把握のため

に患者が同一の保険薬局に繰返し来局す

ることを進めるため，初回来局時の点数

より，2 回目以降の来局時の点数を低く

した（2016 年改定）． 

5 刷： 

…所定点数を算定できる．薬剤服用歴へ

の記載については，指導後速やかに完了

させ，同一患者のすべての記録がただち

に参照できるよう保存・管理すること． 

…所定点数を算定できる．また，オンラ

イン診療料に規定する診療の実施に伴

い，処方箋が交付された患者に，オンラ

イン服薬指導を行った場合に，月に１回

に限り所定点数を算定できる． 

薬剤服用歴への記載については，指導

後速やかに完了させ，同一患者のすべて

の記録がただちに参照できるよう保存・

管理すること． 

 


